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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年4月19日(2018.4.19)

【公開番号】特開2017-14317(P2017-14317A)
【公開日】平成29年1月19日(2017.1.19)
【年通号数】公開・登録公報2017-003
【出願番号】特願2015-129023(P2015-129023)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｄ  11/17     (2014.01)
   Ｂ４３Ｋ   8/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｄ   11/17     　　　　
   Ｂ４３Ｋ    8/02     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月9日(2018.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顔料粒子と、体質材と、凝集分散剤と、凝集コントロール剤と、アクリル樹脂と、溶媒
とを含むことを特徴とする、筆記用具用水性インキ組成物。
【請求項２】
　前記顔料粒子が酸化チタンである、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記酸化チタンが酸化アルミナで表面処理されたものである、請求項２に記載の組成物
。
【請求項４】
　前記凝集分散剤が、多塩基酸のアルキロールアンモニウム塩である、請求項１～３のい
ずれか１項に記載の組成物。
【請求項５】
　前記凝集コントロール剤がセルロース誘導体である、請求項１～４のいずれか１項に記
載の組成物。
【請求項６】
　前記凝集コントロール剤の含有量が、水性インキ組成物の総質量を基準として、０．０
５～１．０質量％である、請求項１～５のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記アクリル樹脂の含有率が、水性インキ組成物の総質量を基準として、０．５～１０
質量％である、請求項１～６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項８】
　粘度が、２０℃、剪断速度３８０ｓｅｃ－１、回転速度１００ｒｐｍで１～２０ｍＰａ
・ｓである、請求項１～７のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
　２０℃における粘性指数ｎが、０．６～１．０である、請求項１～８のいずれか１項に
記載の組成物。
【請求項１０】
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　ポリオレフィン樹脂粒子をさらに含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１１】
　ポリオレフィン樹脂粒子の平均粒子径が、０．１μｍ～３５μｍである、請求項１～１
０のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記ポリオレフィン樹脂粒子の含有量が、水性インキ組成物の総質量を基準として、０
．０１～１０質量％である、請求項１～１１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の組成物を収容してなることを特徴とする、筆記
具。
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